
   東京都台東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進

に関する条例 

 

 手話は、音声ではなく、手や指、体の動きなどを用いる意思疎

通手段であると同時に、独自の語彙と文法体系を有する言語であ

る。手話が言語であることは、障害者の権利に関する条約及び障

害者基本法において定められており、ろう者は手話により思考し、

意思疎通をしている。  

 また、障害者基本法において、「全て障害者は、可能な限り、

言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての

選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための

手段についての選択の機会の拡大が図られなければならない。」

としている。  

 全ての障害者が、不便や不安を感じることなく日常生活を営ん

でいくためには、手話が言語であることの理解や意思疎通を阻ん

でいる様々な障壁を、社会全体で取り除いていかなければならな

い。  

 台東区は、手話に関する理解と普及を図るとともに、それぞれ

の障害の特性に応じた意思疎通や情報の取得、利用、発信ができ

る環境を整えることにより、多様性が尊重される共生社会の実現

を目指し、この条例を制定する。  

（目 的）  

第１条 この条例は、手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促

進について、台東区（以下「区」という。）の基本理念を定め、

区の責務並びに区民等及び事業者の役割を明らかにすることに



より、多様性が尊重される共生社会を実現することを目的とす

る。  

（定 義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。  

 (１) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含

む。）、難病その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総

称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により、

継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態に

あるものをいう。  

 (２) 意思疎通手段 言語（手話を含む。）、筆談、点字、拡

大文字、読み上げ、分かりやすい表現その他障害者が意思疎

通を図るために必要とする手段をいう。  

 (３) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生

活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣

行、観念その他一切のものをいう。  

 (４) 合理的な配慮 障害者から現に社会的障壁の除去を必要

としている旨の意思の表明があった場合において、障害者の

権利利益を侵害することとならないよう実施する必要かつ適

当な変更及び調整であって、その実施に伴う負担が過重でな

いものをいう。  

 (５) 区民等 台東区内（以下「区内」という。）に住所若し

くは勤務先を有する者若しくは区内の学校に在学する者又は

区内に滞在する者若しくは区内を通過する者をいう。  

 (６) 事業者 区内で事業活動を行う法人その他の団体及び個



人をいう。  

（基本理念）  

第３条 第１条に規定する社会の実現は、次に掲げる理念を基本

として、推進するものとする。  

 (１) 手話は言語であることはもとより、独自の言語体系を有

する文化的所産であるという認識のもと、その理解と普及を

行わなければならないこと。  

 (２) 全て障害者は、可能な限り、意思疎通手段についての選

択の機会が確保され、意思疎通を円滑に図る権利は、最大限

尊重されなければならないこと。  

 (３) 全ての人が相互に人格と個性を尊重し合うこと。  

（区の責務）  

第４条 区は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」とい

う。）に基づき、手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進

に関する施策を推進するものとする。  

（区民等の役割）  

第５条 区民等は、基本理念に対する理解を深め、区が推進する

施策に協力するよう努めるものとする。  

（事業者の役割）  

第６条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、区が推進する

施策に協力するよう努めるものとする。  

２ 事業者は、障害者が手話言語及び障害の特性に応じた多様な

意思疎通手段を利用するための合理的な配慮をしなければなら

ない。  

（施策の推進）  



第７条 区は、第４条に規定する責務を果たすため、次に掲げる

施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。  

 (１) 手話言語及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段に

対する理解を促進し、並びにその普及及び啓発を図るための

施策  

 (２) 手話言語及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の

利用を促進するための施策  

 (３) 前２号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成する

ために必要な施策  

（意見の聴取）  

第８条 東京都台東区長（以下「区長」という。）は、前条各号

に掲げる施策を推進するため、必要があると認めるときは、障

害者その他関係者から意見を聴取するものとする。  

（委 任）  

第９条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定め

る。  

   付 則  

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

 


